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は じめ に

これから本格的な高齢化社会を迎えるわが国では、更なる要介護高齢者の増大が予測

され、介護サービスの供給について一層の量的拡充を図ると共に、介護サービスの質的

充実が大きな課題となっている。

質の高い介護サービスとは、「利用者が尊厳を保持 し、その有する能力に応 じ自立し

た日常生活を営むことができるようにすること」という介護保険の理念の実現に資する

ものであるべきだという点においては多くの関係者の意見が一致するところである。し

かし、多面的・多義的な額1面 を有する介護サービスの質について、どのlll面 を重視して

評価を行 うべきかtま たどのような方法により評価を実施すべきであるかといつた具体

的な点については専門家の間でも意見が分かれるところである。

平成 21年度介護報酬1改定を審議した社会保障審議会介護給付費分科会においても、

介護サニビスの質の評価の在 り方について議論が重ねられ、現状では質の高いサービス

を測る確立した客観的な指標がないなか、介護従事者の専門性の適切な評価や、キャリ

アアップの促進を図るため、「介護福祉士の割合」、「常勤職員の害」合」、「一定以上の勤

続年数の職員の割合」の 3つの指標を暫定的に用いたサービス提供体制強化加算が導入

された。一方で同分科会の審議報告においては、介護サービスの質の評価が可能と考え

られる指標について早急に検討を進めるとの結論がまとめられた。

上記の状況を踏まえた上で、本事業では検討委員会を設置し、介護サービスの質の評

価の在 り方についての調査研究を行い、今後の制度改正や介護報Elll改定等に反映させる

ための基礎資料とすることを目的に議論を行った。本報告書は、本検討委員会での検討

結果を取りまとめたものである。また、参考資料として、報告書の取りまとめにあたつ

て参考とした、市町村を対象としたアンケー ト調査の結果と、検討委員により執筆され

た報告を掲載している。

本調査研究の実施にあたり、ご協力をいただいた検討委員各位、アンケー ト調査にご

協力をいただいた関係者の皆様にこの場を借 りて深く感謝を申し上げる。
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I.平成 21年度検討委員会 報告書

第 1章 背景 と経緯

.わ
が国の 65歳以上の人口は、平成 17年には総人口の 20%を 超え、本格的な高齢化

社会を迎えている。戦後一貫して増加傾向が続いていた総人口も、少子化などにより減少

に転 じている。

このような急速な高齢化・少子化の進展に伴い、高齢者を中心とした医療費の急激な増

加、介護や年金に対する将来不安など、高齢者の保健福祉を巡って、我が国は大きな課題

を抱えている。

とりわけ、高齢化に伴って重度介護者、認知症の高齢者が増える中で、高齢者の単独 :

夫婦のみの世帯が増加するなど、介護問題は、高齢者の生活に係る大きな不安要因となっ

ている。            ′

平成 12年度に、介護が必要な高齢者の尊厳を保持 し、能力に応 じて自立した 日常生活

を営むことが出来るよう支援することを基本理念 として掲げた介護保険制度が高齢者福祉

の柱 として導入されてから、丸 10年が経過 したところであるが、この間t民間事業者を

中心に介護サービス事業所数は着実に増加 してお り、介護サービスの供給量は、地域的な

課題やサービスの種類ごとの課題はあるものの、概ね順調に増加 してきたと言えよう。

今後も、高齢化が進行 し、要介護高齢者の増大が予想される中、介護サービスの供給に

ついて一層の量的拡充を図ることが求められているが、同時に、介護サービスの質的充実

が大きな課題となっている。

介護サニビスの質の確保のための取組 としては、これまで t)都道府県による指導 。監査、

情報公表制度、都道府県や民間団体等が実施する第二者評価、事業者の自主的活動 (自 己

評価や利用者満足度調査の実施、IS09001の 取得、TQM活動等)な ど様々な取組が実施さ

れ、
二定の効果をあげてきたところであるが、これ らの取組が必ず しも相互調整がなされ

ず有機的連携を欠いた状況で実施さねノていることなどが課題 として指摘されている。

また、審議会等においては、以下のように、サービスの質に着目した介護報Ellの 在 り方を

検討することが求められている。

(1)社会保障審議会介護給付費分科会における指摘

近年、介護サービスをめぐっては、介護従事者の離職率が高く、事業者の人材確保が困難

であるといつた実態が明らかになり、平成 20年 5月 に「介護従事者等の人材確保のための

介護従事者等の処遇改善に関する法律」が成立してぃる。

このような状況を踏まえ、社会保障審議会介護給付費分科会において、平成 21年度介‐護報

酎‖改定について、特に介護従事者の処遇改善に資するものとなるよう、ひいては利用者が質

の高いサービスを安心して安定的に利用できるようにするという観点から議論が行われた。

介護給付費分科会での審議を踏まえ、平成 21年度介護報酎‖改定においては、介護従事者の

人材確保・処遇改善を基本的な視点の一つとして、介護従事者の専門性等のキャリアに着目

した評価 (「特定事業所加算」「サービス提供体制強化加算」)等が行われたが、同分科会

の審議報告においては、本来は、質の高いサービスを提供する事業所への適切な評価を行 う
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ことにより、処遇改善を推進するべきとの指摘がなされ、今後の方向性について、 「介護サ

ービスの質の評価が可能と考えられる指標について、検討を行 うこと」とされた。

(2)地域包括ケア研究会の指摘

平成 20年度に開催された地域包括ケア研究会 (座長 :田 中滋慶應義塾大学大学院教授)に

おいては、団塊の世代が 75歳以上となり高齢化がピークとなる 2025年 を目標として、ある

べき地域包括ケアの方向性 と、その姿を実現するために解決すべき課題の検討が行われた。

本研究会の報告書では、 「地域包括ケアシステム」について、 「ニーズに応 じた住宅が提

供されることを基本とした上で、生活上の安全 。安心 。健康を確保するために、医療や介護

のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場 (日 常生活圏域 )

で適切に提供できるような地域での体制」と定義した上で、「地域包括ケアシステムの構築」

という観′ほから、今後の検討のための論点整理が行われている。

報告書の中では、介護報酬の在 り方についても触れられてお り、 「介護報lllと は、本来、

利用者に対して良質なサービスが提供されるよう、サービス提供の対価として事業者に支給

されるものである」が、現行の報酎‖体系では、必ず しも良質なサービスの提供につながらな

い可能性があると指摘した上で、「個々人のニーズに応じて医療・介護等の様々なサ‐ビス

とを適切に提供することを目的とした地域包括ケアシステムを構築するためには、サー ビス

の質に着 目して介護報Ellを 支給する体系とすべきではないかJと 提言された。

本検討委員会においては、上記の状況を踏まえた上で、介護サービスの質の評価の在 り方

についての調査研究を行い、今後の制度改正や介護報酬改定等に向けた検討に資する基礎資

料とすることを目的に議論を行ってきた。

以下、その検討結果を報告する。
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第 2章 介護サー ビスの質の評価に関連する既存の取 り組みについて

介護サービスの質の評価に関連する取組としては、既に、

①介護保険法第 115条の35の規定に基づき、全ての介護サービス事業者を対象に実施

されている「介護サービスの情報公表」

② 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 72条第 2項

等の規定に基づき、小規模多機能型居宅介護事業者及び認知症対応型共同生活介護事業

者に義務付けられている自己評価・外部評価

③ 「福祉サービス第 3者評価事業に関する指針についてJに基づき、都道府県が実施する

「福祉サービスの第 3者評価」

などが実施されているところである (図表 1参照)。

これらは、根拠規定、主目的、評価 (報告)項 目、評価 (報告)方法等はそれぞれ異なっ

ているものの、いずれの制度も各事業所等が提供するサービスについて利用者等への情報提

供、質の改善に資する取組 として運用され、す定の効果をあげてきた:

また、介護報Illl上 は、質の評価に関連する加算として、

1)サービス提供体制強化加算

2)特定事業所加算

3)在宅復帰支援機能加算

等の評価が行われている (図表 2参照)。

なお、診療報酬においても、診療の質を確保する試みとして、

1)在宅復帰率等を評価する「回復期 リハビリテーション病棟入院基本料 1」

2)療養病棟入院基本料を算定する病棟におけるQI(Qualけ IndiCat6r)の 測定・評価

等が導入されている (図 表 3参照)。

-3-



図表 1 介護サー ビスの質の評価に関連する既存制度

―
ト
ー

「介護サー ビスの情報公表」制度 指定地域密着型サー ビスの

自己評価 日外部評価

福祉サー ビスの第二者評価事業

根拠規定 介護保険法第 115条 の 35 指定地域密着型サー ビスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準 (平 成13年 厚生労

働省令第34号 )第 72条第 2項等

社会福祉法第 78第 1項及び 2項

制度の概要 介護サー ビスの内容や運営状況に関する

報告をすべての介護サー ビス事業者に義

務づけ、都道府県知事が一部を調査 した

うえで公表するもの

事業者が、自ら提供するサー ビスの質の評

価 (自 己評価)を 行うとともに、外部のも

のによる評価 (外 部評価)を 受け、それ ら
の結果を公表 し、サー ビスの質の改善をめ

ざすもの

社会福祉法人等の提供する福祉サー ビス

の質を事業者及び利用者以外の公正・中

立的な第二者機関が専門的かつ客観的な
立場から評価を行 うもの

制度の実施主体 都道府県
(指定調査機関及び指定情報公表センタ

ーを指定 して行 うことが可能 )

都道府県 都道府県推進組織

対象となる介護サ
ービス

介護保険法で定める全てのサー ビス事業

者 (平成21年度から)

・指定小規模多機能型居宅介護事業者
・指定認知症対応型共同生活介護事業者
・指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者
・指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者

社会福祉事業の経営者が行 う福祉サー ビ
ス (都道府県によって異なる)

(高齢者福祉施設のみならず、児童福祉

施設、障害者施設を対象 )

実施の義務 対象となる介護サー ビスの全事業者に義

務づけ

対象 となる介護サー ビスの全事業者 に義

務づけ

任 意

背景・趣旨 利用者の権利擁護、サー ビスの質の向上

等に資する情報提供の環境整備を図るた
め、事業者に対 し、「介護サー ビス情報

」 (介護サー ビスの内容及び運営状況に

関する情報であって、介護サービスを利

用 し、又は利用 しようとする要介護者等
が適切かつ円滑に当該介護サービスを利

用する機会を確保するために公表される
ことが必要なもの)の 公表を義務づける

もの

自己評価は、サー ビス水準の向上に向けた

自発的努力と体制づくりを誘導 し、その内

容及び範囲において、これ らの指定基準を
上回るものとして設定されるものであり、

外部評価は、第二者による外部評価の結果

と、当該評価を受ける前に行つた自己評価

の結果を対比 して両者の異同について考
察 した上で、外部評価の結果を踏まえて総

括的な評価を行 うこととし、これによつて

、サー ビスの質の評価の客観性を高め、サ

ー ビスの質の改善を図ることを狙いとす

るもの

社会福祉法の成立により、措置制度か ら

利用者の選択による利用制度に移行 した
ことからヽ事業者 と対等な立場でサー ビ
スが選択できるようにするもの。



―

い
―

「介護サー ビスの情報公表」制度 指定地域密着型サービスの

自己評イ面・外部評価

福祉サー ビスの第三者評価事業

期待される効果 ・利用者が主体的に適切な介護サー ビス

事業所を選択することができる。
・サー ビスの質による競争が機能するこ

とによつて、介護サービス全体の質の向

上が期待される。

・外部評価の結果 と自己評価の結果を対比

し、外部評価の結果をら、まえて総括的な評

価を行い、サー ビスの質の評価の客観性を

高め、サービスの質の改善を図る

・個々の事業者が事業運営における問題

点を把握 し、サニ ビスの質の向上に結び

つける
・評価を受けた結果が公表されることに

よ り、結果 として利用者の適切なサービ

ス選択に資するための情報 となる

調査・評価等 を行

う主体

「基本情報」と「調査情報」の 2本立て

「基本情報」は、事業者が提供するサー

ビスや経営状況等に関する客観的な事実

について、事業者自らが報告。
「調査情報」は、都道府県知事 (指定調

査機関に委託可能)が事実かどうかの客

観的な調査を実施。

「自己評価」と「外部評価」の 2本立て

「自己評価」は、各事業者が自らサー ビス

を評価・点検する
「外部評価」は、都道府県が選定 した評価

機関の評価調査員が第二者の観点からサ

ー ビスの評価を実施

・都道府県が認証 した第二者機関 (評価

機関)の 評価者が評価を実施。
・ 「書面調査」及び「訪問調査」により

実施。
・ 「書面調査」は各事業者が自らサー ビ

スを評価・点検する。
・「訪問調査」は都道府県推進組織が認

定 した評価機関の評価調査者が第二者の

観点からサー ビスの評価を実施。
・第二者評価 とあわせ利用者の意向を把

握する為 「利用者調査」の実施が望ま し

いとされている。

情報公表の方法等 各都道府県の 「介護サー ビス情報公表シ

ステム」のサイ トで公表

(独 )福祉医療機構が運営する「福祉保健

医療情報ネットワークシステム (WAM NET

)を 利用して公表

各都道府県推進組織、WAM及 び評価機

関のホームページ上で公表

(事 業者の同意を得ていない第二者評価

結果は公表 しない)

公表・評価等の項

目と特徴

「基本情報」と「調査情報」の項目は、

介護保険法施行規則で規定 (全 国―律 )

事業所の評価、格付け、画一化を目的と

するものではなく、公表の対象は、誰で

も比較可能な客観的情報に限る。
「調査情報」は、チエックリス ト形式。

評価項 目は、各都道府県で策定

(評価項目の例を課長通知で提示 )

各評価項目に対する回答は主として記述

式。

国がガイ ドラインを示 し、都道府県はそ

れ を参考に評価項目や評価方法をそれぞ

れで定めている。

評価結果については、 レーダーチャー ト

による評点表示、至1達 の度合の多段階評

価 (ABC)、 記述式評講の表示など、様々

な表示がなされる



図表2介護報酬上の質の評価の取り組み

二 宅復帰支援機能カロ算,(介護者人保健施設).11‐ 5単位イロtl単ン
=.甲

|

【平成21年度改定での対応】

在宅への退所者の割合に応じた段階的な評価に見直しを行つた。

在宅復帰支援機能加算 10単位/日 ⇒

※在宅復帰率が50%以 上

・ 在宅復帰支援機能加算(I)15単位/日
※在宅復帰率が50%以上

・ 在宅復帰支援機能加算 (Ⅱ )5単位/日
※在宅復帰率が30%以上

事業所評価カロ算(介護予防通所り4｀「介護予防通所介護)■ oO単位/月 ,

【平成21年度改定での対応】

事業者の目標達成に向けたインセンティブを高め、利用者により適切なサービスを提供する観
点から、要支援状態の維持をより高く評価する方向で算定要件の見直しを行つた。

要支援度の維持者数
+■ランク改善者数 ×5

+2ランク改善者数 X10

運動機能向上サービス、栄養改善サービ
スまたは回腔機能向上サービスを利用後
に更新・変更認定を受けた者の数

要支援度の維持者数
+改善者数×2

運動機能向上サービス、栄養改善サービ
スまたは口腔機能向上サービスを利用後
に更新‐変更認定を受けた者の数

>2

介護報酬上の質の評価の取り組み

1 特定事業所加算 (訪問介護)所定単位数の10%、 20% ‐ . ‐ :

【平成21年度改定での対応】

○ 訪間介護員等及びサービス提供責任者について、介護職員基礎研修の受講、介護福祉士の資格

取得など段階的なキャリアアップを推進する観点から、特定事業所加算について、要件を見直した。
・ 特定事業所加算 (I)鉢 制、人材(①及む②)、 重度要介護者等対応要件のいずれにも適合):所 定単位数の20%
・ 特定事業所加算 (I)(体 制、人材(①又は② 要件のいずれにも適合)      :所 定単位数の10%
・ 特定事業所加算 (Ⅲ )(体 制、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合)     :所 定単位数の10%

【要件見直しの内容】
○「体制要件」については、現行の要件に、「緊急時における対応方法の明示」を追加した。

○ 「人材要件」については、

① 「介護福祉±30%以上」を、「介護福祉±30%以 上又は介護福祉士、介護職員基礎研修修了者又は1級課程の

訪問介護員の総数が500/o以 上」と規定。

② 「すべてのサービス提供責任者が5年 以上の実務経験を有する介護福祉士」を「すべてのサービス提供責任者が

3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修終了者若しくは1級課

程の訪間介護員」とする。ただし、サービス提供責任者を複数配置しなければならない事業所においては、2人以上を

常勤とした。

○ 「重度要介護者等対応要件」については、
・「要介護4及び要介護5である者の総数が20%以上」を「要介護4、 要介護5及び認知症高齢者の日常生活自立

度Ⅲ以上の者の総数が20%以上」とした。
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【特定事業所加算(訪問介護)の算定要件】

<体制要件>
① すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施文は実施を予定しているこ

と。
② 利用者に関する情報、サービス提供に当たつての留意事項の伝達又は訪間介護員等の技術指導

を目的とした会議を定期的に開催すること。

③ サービス提供責任者が、訪間介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たつての留意

事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。

④ すべての訪間介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。

⑤ 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

<人材要件>
① 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修

了者・¬級訪間介護員の合計が50%以上であること

② すべてのサTビス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経

験を有する介護職員基礎研修課程修了者・コ級訪間介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、
コ人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス

提供責任者が常勤であること。

<重度要介護者等対応要件>
前年度又は前3月 の利用者のうち、要介護4～ 5・ 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の総数が
20%以上であること。

介護報酬上の質の評価の取り組み

|'特定事業所押‐幕.(:居宅介護
=媛

).599単位/月 、199単位イ月 |.1..■ ‐

【平成21年度改定での対応】

事業所の独立性・中立性を高める観点から、実態に即し段階的に評価する仕組みに見直しを行つた。

【要件見直しの内容】

中重度者や支援困難ケースヘの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、計画的な

研修の実施等を行う事業所を評価した。

イ                   ① 主任介護支援専門員を配置していること。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名 以上配置していること。
③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たつての留意事項に係る伝達等を目

的とした会議を定期的に開催すること。
④ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3～要介護5である者の割合が

特 定 事 業 所 加 算 (I)  ⑤
5摯

撻鍵 霧鶴 縫確保し、かつ、必要に応じて利用者等研 験 に対応する体制を

500単位 /月
    ⑥場 警 島 基 龍 に対し、納 畑謝 修盤 施していること。

⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅

③ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参カロしていること。
⑨ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
101介護支援専門員1人 当たりの承l用 者の平均件数が40件 以上でないこと。

乍卜,起「料業:「折カロ

`算

(Ⅱ )      特定事業所加算(I)の③、⑤、⑨及び10を 満たすこと、主任介護支援専門員等を

300単七し/月        配置していること並びに常動かつ専従の介護支援専門員を2名 以上配置していること。
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介護報酬上の質の評価の取り組み

=■
ビ不振体体tlli摯

`り

F幕 (干盛4年章弥定:で導.本)|

【平成21年度改定での対応】
○ 現状では、質の高いサービスを測る客観的な指標として確立したものがないことから、

暫定的に以下の職員割合を用いて、介護従事者の専門性等に係る適切な評価及び
キヤリアップの推進を図ることとした。

一

論
一

一　
　
　
の

一

巡
一
△
口
　
年

一

一
護
勤
定

一

一
介
常

一
一

一
①
②
③

一

一　
　
　
　
　
　
一

サービス提供体制強化加算の算定要件と単位数

訪間入浴介護 ○ 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
)介護福祉士が30%以上配置されていること。
② 介護福祉士及び介護職員基礎研修修了者の合計が50%以 上
配置されていること。

24単 位 /回

夜間対応型訪 間介護
(包括当け副舞準『人月)

%』蹴訪i齢孟磐え,夕糎 F“
年嘘の飾年数のある者が 6単位 /回

訪問リハビリテーション 03年 以上の動続年数のある者が配置されていること。

次のいずれかに該当すること。
介護福祉士が40%以上配置されていること。
3年以上の動続年数のある者が30%以上配置されていること。

通所介護
通所リハビリテーション

知症対応型通所介護

療姜通所介護 3年以上の動続年数のある者が300/o以上配置されていること。 6単位 /回

○ 研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
介護福祉士が40%以上酉己置されていること。
常勤職員が60%以上百己置されていること。

Э 3年以上の動続年数のある者が30%以 上配置されていること。

小規模多機能型居宅介護 8:31署ぎ肇lφジ長.月

認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
短期入所生活介護
短期入PFT療養介護

次のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士が50%以上配置されていること。
② 常勤職員が75%以上配置されていること。
03年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。

嘔)31量任)f日
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図表3質の評価に係る取り組み ―医療保険―

曇二11■回復期り

^ビ

リテTシヨン病林八院基本料111■■

〇 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頚部骨折等の患者に対し、
ADL能 力の向上による寝たきりの防止と家庭復り尋を目的としたリハビリを集中的に行うた

めの病棟。

○ これらの目的を達成するための診療の質を確保する試みとして、平成20年度診療報

酬改定において、回復期リハ病棟入院基本料1を算定する場合は、以下の施設基準を

満たすこととされた。
① 新規入院患者のうち、15%が重症の患者であること
② 退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が6割以上である

こと

○ こうした施設基準については、試行的に導入されたものであり、中医協の検証部会に
Sい こととしてい

質の評価に係る取り組み ― 医療保険一

|‐ 1療養病棟入院基本料を算定する病棟IFおける治療:‐ヶアの質の評価の仕綱み ||

○ 療養病棟入院基本料を算定する療養病棟については、平成20年度診療報酬改定より、
「治療・ケアの内容の評価表」として、Ql(Qua!ity lndicator)を 測定・評価し、病棟に備え付

けることとなつたが、保険者への提供が義務付けられているものではない。
○ 治療・ケアに問題のある可能性の患者に対しては、「治療・ケアの確認リスト」に基づい

て治療・ケアの内容を確認することが求められている(15ページ参照)。

【治療・ケアの内容の評価表】

ADL区分1・ 2の患者に

褥  おける褥清

着  ADL区 分3の患者に

おける褥着

ADLの 低下 (「支援のレベル」
の合計点が2点 以上増加)

尿路感染症

身体抑制

※ 当該病棟(診療所)内で新規に発生した数(再掲)
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第 3章 介護サー ビスの質の評価の目的、方法等

本章においては、介護サービスの質の評価システムについて、誰を当事者として、いずれ

のサービス類型を対象として、何のために (目 的)、 誰が (言平価者)、 どのように (評価手法)、

評価を行うか、といった論点等について整理する。

1.介護サ,ビスの質の評価の当事者

介護保険サービス事業者にとつて、良質な介護サービスの提供が求められていることは論

をまたないが、一口に「介護サービスの質」といっても、質についてイメージする内容や、

何をもつて良質と判断するのかの価値基準は、当事者 としての立場や個々人によつて大きく

異なり、質は多面的・多義的な狽1面を有 していると言える。

介護サービスにおいては、サービス利用者本人や家族、サービス提供者 (管理者、従事者)、

保険者、地域住民等の様々な利害関係者が存在するが、介護サービスの質の評価の実施に当

たつては、誰を当事者 と位置づけるかによって、評価結果の活用方法は異なるし、また、具

体的に評価すべき内容等も異なりうることに留意が必要である。

例えば、介護サービスの質の評価について、サービス利用者にとっては、サービス提供

を受けている又は今後受ける予定の事業所において専門性の高いサービスが提供 されてい

るかが関心事項であり、評価の結果が利用者にとって理解 しやすい形で公表 されれば、利

用者による事業者選択の支援につながることとなる。サービス提供者 (管理者)は、サー

ビス水準の向上に向け有用なデータを得ることに関心を持ち、質の評価の結果は、サービ

ス水準の向上に向けた事業者の自発的努力の誘導につながることが期待される。

現在tわが国においては、介護職員の処遇改善や人材確保が重要な政策課題となっている

が、従事者がや りがいを感じる職場であるか、といつた従事者の立場からの質の評価も求め

られている。

また、保険者は、介護保険制度の持続可能性の維持について関心が高く、給付の適正化と

いう観点からも介護サービスの質の評価に期待を寄せていると考えられる。一方で、介護サ

ービスの事業所は、地域包括ケアシステムの担い手として期待されてお り、地域住民にと

っては事業所が地域包括ケアの推進に貢献しているかどうか、といった観点から、事業所

において提供される介護サービスの質を捉えることとなる。

このような多様な当事者にとつての様々な目的の全てを満たす質の評価システムを構築す

るのは困難であるが、本検討委員会としては、利用者や地域住民を一義的な当事者 とし、第

3節で検討するように、サービス提供事業者において 「利用者のQOLの 確保」及び 「地域

包括ケアの推進」の達成に向けたサービス展開が図られることを質の高いサービスと位置づ

け、併せて、管理者や従事者、保険者等の当事者にとつてもメリットを有するような評価シ

ステムの構築を目指すべきと考える。
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2.質の評価の対象となるサービス類型

介護保険においては、様々なサービスが提供されており、質の評価システムを検討する際

には、いずれのサービス類型を質の評価の対象とするかについての整理が必要である。

介護サービスについては、現状では施設系サービスと居宅系サービスに大別されてお り、

施設サービスについては、従来は基本的にほぼ全てのサービスが単一事業所により提供 され

ていることから、施設入所者の状態等は当該施設のサービス提供の結果とみなすことが可能

である。

一方、居宅系サービスについては、サービス提供主体が複数事業所にまたがること、地域

ごとの事業所整備状況やケアプラン、家族によって提供される介護も利用者の心身の状況等

に一定の影響を与えることから、個別の事業所単位ごとのサービスの質の評価が困難である。

また、介護保険制度においては、介護支援専門員 (ケ アマネジャー)がサービス計画 (ケ

アプラン)の作成や実施状況の把握・評価、事業者 との連絡調整等のケアマネジメン ト業務

を担っており、介護保険の利用者が自立した生活を送るためには、個々の事業所によつて提

供されるサービスの品質に加えて、複数のサービスを組み合わせるコーディネー トめ適切さ

についても着目する必要がある。

ケアマネジメン トのコーディネー ト面の評価においては、利用者の特性やライフスタイル

が大きな影響を及ぼすため、平成 21年度地域包括ケア研究会報告書で指摘されているよう

に、地域住民一人一人に提供されたサービスのパフォーマンスを評価するシステムを構築す

る必要がある。このような観点から、将来的には利用者特性 。ニーズとケアプランの内容の

合致を見る指標の開発や、その結果としての利用者の主観的健康感や満足度などの精神的な

側面についても評価を行 うことを検討する必要があると考えられる。

いずれにしても、介護サービスの質の評価に当たっては、サー ビス類型ごとに機能や利用

者の特ll■
_、 提供されるサービス内容等が異なることから(サービス類型の違いによって、質

を評価する際に重視すべき内容や項 目は異なることに留意の上、それぞれのサ‐ビス類型に

応じ、特に重視するべき評価項目を選定すべきであるが、評価システムの全体像を検討する

際には、全ての介護サービスの類型において適用することを目指 し、評価の目的等について

検討すべきであると考えられる。

3.質の評価の目的

(1)質の評価の目的と介護保険の理念

介護保険が提供するサービスについては、介護保険法第 1条に規定された介護保険の理念

(利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

にすること)を実現することが求められる。すなわち、介護サービスの質の評価の究極的な

目的は介護保険の理念の実現であり、 介護保険給付により提供される介護サービスの質の

評価の実施に当たっては、介護保険の理念の実現を常に念頭に置くことが重要である。

―
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これに基づき、質の評価の階層図を作成した (図表 4及び 5)。

(2)質の評価の階層図

この階層図では、介護保険の理念の実現を、介護サービスの質の評価の究極的な目的とし

て位置づけている。

そして、 「介護保険の理念の実現Jと いう究極的な目標に対し、それを達成するための下

位の日標 として、サービス提供事業者が達成すべき具体的な目標を設定した。

さらに、事業者が目標を達成するために、質の確保・向上に取 り組むべき分野を設定 し、

当該分野ごとに、個別具体的な評価項 目を検討することとした。

(3)事業所が達成すべき具体的な目標

「介護保険の理念の実現」という究極的な目標に対し、それを達成するための下位の目標

である 「事業者が達成すがき具体的な目標」として、 「利用者のQOLの 確保」及び「地域

包括ケアの確立」の 2項 目を設定した。

さらに、各事業者において「利用者のQOLの 確保」及び 「地域包括ケアの確立」を図る
‐

ためには、効率的かつ健全な経営を行っていることが前提となることから、この 2項 目を下

支えする項目として、「適切な事業運営の確保」を設定した。

1)利用者のQOLの 確保

利用者の生活の質 (QOL)を 確保するためにはt安全かつ専門性の高い介護技術を提供

するとともに、介護サービス利用前と同様のその人らしい生活を実現できるよう、利用者個

人の状況に応じたきめの細かいサービスを提供することが必要である。

このようなことから、 「利用者のQOLの 確保」という目標を達成するために事業者が取

り組むべき分野として、「①安全かつ専門的技術の提供」及び 「②利用者の生活の継続に向

けた工夫」を設定した。

「①安全かつ専門的技術の提供」で評価すべきことは、事業所の各専F5職等 (看護職員、

介護職員、リハビリ専門職員、栄養・調理職員等)が 、安全で専門性の高いサービスを提供

していることであり、具体的な評価項 目の例を図表 6に示した。

評価項 目は、基本的に、事業所において提供される技術水準の高さを評価するものであり、

良質であることの判断基準 。評価尺度は比較的明確で、標準化しやすいものである。

「②利用者の生活の継続に向けた工夫」の分野は、利用者個人のライフスタイルや嗜好な

どを踏まえたその人らしい生活の確保、利用者の精神的な満足の確保などを評価するもので

ある。なお、この分野は、多分に個々人の価値判断に左右 されるため標準化が困難であり、

量的な評価が困難な領域であることに留意が必要である。

2)地域包括ケアの確立

今後、さらなる高齢者の進展に対応するため、それぞれの地域において、 「自助・互助・

共助・公助」の役害1分担を確立し、地域全体で高齢者を支える仕組み (地域包括ケアシステ

ム)を構築することが求められている。個々の利用者のニーズに応 じたサービスを提供する

ためには、単一事業所でサービス提供を完結するのではなく、日頃から、地域の保健 。医療・
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福祉サービスを提供する専門機関等と連携を強化しておくことが必要である。

また、地域包括ケアシステムの実現に向け、住民や、専門職、ボランティア、民生委員等

の職種や所属を超えた 「ケアの提供に係る学びのプロセス」を確保することが重要であり、

この点、介護サービス事業所が、地域住民の介護力強化に向け主導的役害1を果たすなど、地

域社会に積極的に貢献することが求められている。

このようなことから、 「地域連携の推進」という目標を達成するために事業者が取 り組む

べき分野として、「③地域の保健 。医療・福祉資源の活用と連携」及び 「④地域社会への貢

献」を設定した。

3)適・」Iな事業運営の確保

「利用者のQOLの 確保」及び 「地域包括ケアの推進」という具体的目標を達成するため

に、適切な事業運営を確保するための経営資源 (ヒ ト、モノ、カネ、情報)と して、 「⑤従

事者がやりがいを感 じる職場づくり」 「⑥適切な施設 。設備の管理J「⑦適切な財務管理」

「③情報を活用した事業戦略」の 4分野を、各事業者が基盤的に取り組むべき事項 として設

定した

なお、適切な事業運営を確保するための経営資源の 1つがヒト (人材)であり、 「従事者

がや りがいを感 じる職場づくり」は重要な課題である。とりわけ、現在、わが国においては、

介護職員の処遇改善や人材確保が重要な政策課題 となってお り、各事業所において、ЁS

(Employee Satishction)を 高めるための取組の充実が求められている。

なお、介護サービスの質の評価の主要 目的の 1つは、利用者の満足度 (CS:customer

SatisfactiOn)の 向上を図ることであり、ESと CSの関係が問題となる。この点、ESと CS
は直接比例しないとの指摘もあるが、少なくともESはCSの前提条件と考えられてお り、

利用者に対し良質なサービスを提供する上で、事業所において、従事者がや りがいを感 じる

職場づくりに取組ことが重要である。
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